
平成13年度

　８－２  課税状況

　　　　　課　税　状　況

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kl 千円 kl 千円 kl 千円

11,699 1,537,339 － － 11,699 1,537,339

1,632 107,870 － － 1,632 107,870

甲 類 42,149 8,469,701 1 70 42,150 8,469,770

乙 類 622 121,377 － － 622 121,377

計 42,768 8,591,078 1 70 42,769 8,591,148

872 21,515 － － 872 21,515

218,328 48,468,998 － － 218,328 48,468,998

果 実 酒 7,355 406,183 608 23,914 7,965 430,097

甘 味 果 実 酒 257 29,771 115 7,581 372 37,352

計 7,612 435,956 724 31,495 8,338 467,450

ウ イ ス キ ー 7,021 2,783,205 1 120 7,022 2,783,326

ブ ラ ン デ ー 433 172,731 － － 433 172,731

計 7,454 2,955,937 1 120 7,455 2,956,057

ス ピ リ ッ ツ 472 171,073 99 7,838 571 178,911

原料用ｱﾙｺｰﾙ 0 10 － － 0 10

計 472 171,084 99 7,838 571 178,922

1,595 280,572 5,379 427,061 6,974 707,633

発 泡 酒 132,148 13,887,554 － － 132,148 13,887,554

粉 末 酒 － － － － － －

その他の雑酒 17 2,384 － － 17 2,384

計 132,165 13,889,938 － － 132,165 13,889,938

  

424,599 76,460,285 6,203 466,583 430,803 76,926,869

調査対象等：平成13年４月１日から平成14年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成14年
　　　　　４月30日までの申告又は処理による課税事績である。

用語の説明：未納税移出とは、製造場から移出するとき酒税の免除を受けて移出するものをいう。
　（注）１　「特定税率適用」欄は、酒税法第22条第３項（アルコール分が13度未満のもの（発泡性を有するも
　　　　　のに限る。）に対する税率）該当のものを示す。
　　　　２　「酒税法第30条第１項、第２項及び第３項」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当
　　　　　該製造場に戻し入れた場合の酒税額の控除等を示す。
　　　　３　税関分は含まない。
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数 量 税 額 数量 税額 数 量 税 額 数 量 数 量

kl 千円 kl 千円 kl 千円 kl kl

354 48,206 － － 11,344 1,489,135 492 141

14 970 － － 1,617 106,900 7 －

2,568 512,436 － － 39,581 7,957,335 10,754 － 甲 類

21 3,851 － － 601 117,525 319 1 乙 類

2,589 516,286 － － 40,181 8,074,860 11,073 1 計

31 666 － － 841 20,850 28 1

5,326 1,182,488 － － 213,001 47,286,511 39,885 297

1,932 107,315 － － 6,030 322,785 2,581 － 果 実 酒

40 4,433 － － 333 32,920 31 1 甘 味 果 実 酒

1,972 111,749 － － 6,363 355,704 2,613 1 計

436 182,183 － － 6,586 2,601,142 422 12 ウ イ ス キ ー

15 6,311 － － 418 166,421 39 10 ブ ラ ン デ ー

451 188,494 － － 7,004 2,767,563 461 21 計

105 41,964 － － 467 136,948 144 4 ス ピ リ ッ ツ

－ － － － 0 10 3,517 － 原料用ｱﾙｺｰﾙ

105 41,964 － － 467 136,958 3,662 4 計

499 87,019 － － 6,475 620,615 334 －

3,447 364,709 － － 128,704 13,522,844 20,640 － 発 泡 酒

－ － － － － － － － 粉 末 酒

16 2,206 － － 1 178 － － その他の雑酒

3,462 366,915 － － 128,705 13,523,022 20,640 － 計

14,807 2,544,758 － － 415,995 74,382,117 79,193 466

調査対象等：平成13年４月１日から平成14年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成14年

　（注）１　「特定税率適用」欄は、酒税法第22条第３項（アルコール分が13度未満のもの（発泡性を有するも

　　　　２　「酒税法第30条第１項、第２項及び第３項」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当
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